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議
会
の
審
議
日
程
、
議
事
日
程
、
付
議

事
件
及
び
議
案
等
の
取
り
扱
い
に
関
す

る
こ
と
な
ど
を
協
議
す
る
議
会
運
営
委

員
会
の
委
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

長
崎
県
南
部
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議

員
の
選
挙
に
つ
い
て

　
本
市
議
会
か
ら
、
池
田
章
子
議
員
、
浦

川
基
継
議
員
が
長
崎
県
南
部
広
域
水
道
企

業
団
議
会
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
3
月
16
日
付
で
、
長
崎
み
ら
い
の
会
が

解
散
し
、
平
野　
剛
議
員
が
明
政
・
自
由

ク
ラ
ブ
に
入
会
し
ま
し
た
。

　
解
散
後
の
会
派
構
成
は
、
市
民
ク
ラ
ブ

（
14
人
）、
明
政
・
自
由
ク
ラ
ブ
（
10
人
）、

公
明
党
（
6
人
）、自
由
民
主
党
（
5
人
）、

新
風
会
（
2
人
）、
長
崎
市
民
会
議
（
2

人
）、
気
走
会
（
1
人
）
に
な
り
ま
す
。

　
3
月
21
日
、
議
員
の
政
策
立
案
及
び
政

策
提
案
の
能
力
向
上
と
、
議
会
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、
長
崎
市
議
会
第
１
応
接
室

で
、
議
員
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
講
師

に
立
教
大
学
の
川
村
仁
弘
教
授
を
招
い

て
、
法
改
正
の
動
き
等
及
び
災
害
に
伴
う

議
員
の
危
機
管
理
に
つ
い
て
講
演
を
行

い
ま
し
た
。

　
3
月
16
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
市
庁

舎
建
設
、
国
際
観
光
戦
略
及
び
福
祉
対
策

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
委
員
会
を
設

置
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
委
員
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。
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議
員
（
政
治
家
）
の
寄
附
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
求
め
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

　

公
職
選
挙
法
で
は
、
議
員
（
政
治
家
）

が
選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や
物
を
寄
附

す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
自
治
会
の
集
会
・
旅
行
や
地
域
の

運
動
会
や
お
祭
り
へ
の
寸
志
や
飲
食
物

等
の
差
入
れ
な
ど
、
日
常
的
に
行
わ
れ

て
い
る
寄
附
行
為
で
あ
っ
て
も
議
員
は

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
有
権
者
が
、
議
員
に
寄
附
を

求
め
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

長
崎
市
議
会
で
は
、
他
都
市
に
お
い

て
公
職
選
挙
法
違
反
の
事
件
が
起
き
た

の
を
契
機
に
、
今
後
と
も
一
層
法
令
遵

守
に
努
め
て
い
く
こ
と
を
決
議
い
た
し

ま
し
た
。
市
民

の
皆
様
に
も
法

の
趣
旨
等
を
ご

理
解
い
た
だ
き

ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し

ま
す
。

※　
「
公
職
選
挙
法
遵
守
に
関
す
る
決

議
」
や
「
公
職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て

い
る
寄
附
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
市
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

議員研修の様子

135


